
表「

年度 �総医療費 �1人当たり医療費 �基金取り崩し額 

平成16 �21億94，115千円 �199，556円 �28，000千円 

平成17 �23億24，640千円 �211，812円 �32，000千円 

平成18 �24億08，387千円 �222，012円 �52，000千円 

平成19 �25億43，063千円 �241，277円 �64，000千円 

平成20 �25億31，733千円 �240，934円 �0千円 

区分 �平成19年度 ��平成20年度 
医療分 �介護分 �医療分 �介護分 �（新設） 支援金分 

所得割 �5．40％ �1．20％ �4．47％ �1．55％ �2，22％ 

資産割 �22．00％ �7．00％ �－ �－ �冊 

均等割 �25，500円 �9，500円 �21，000円 �9，700円 �8、800円 

平等割 �24，500円 �6，200円 �18，400円 �5，700円 �7、800甘 
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正
の
ポ
イ
ン
ト
1

1
医
療
費
の
増
加
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
事

業
の
赤
字
を
解
消
す
る
た
め
、
国
民
健
康
保

険
税
の
所
得
割
額
、
被
保
険
者
均
等
割
額
、

世
帯
別
平
等
割
額
を
値
上
げ
し
ま
す
。

医
寮
費
並
び
に
基
金
取
り
崩
し
額
の
推
移

は
表
1
の
と
お
り
で
、
総
医
療
費
、
1
人
当

た
り
医
療
費
、
赤
字
を
補
填
す
る
た
め
の
基

金
取
り
崩
し
額
、
い
ず
れ
も
が
増
加
し
て
い

ま
す
（
平
成
1
9
年
度
は
決
算
見
込
み
の
数
値
に

よ
り
、
ま
た
、
平
成
2
0
年
度
は
当
初
予
算
の

数
値
に
よ
る
）
。
こ
の
た
め
、
国
民
健
康
保
険

事
業
の
健
全
化
、
安
定
化
に
向
け
て
国
民
健

康
保
険
税
率
を
改
定
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
率
の
平
成
1
9
年
度
と
平

成
2
0
年
度
の
比
較
は
表
2
の
と
お
り
で
、
国

民
健
康
保
険
税
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

2
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

の
創
設
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
（
医
療
保
険

者
）
が
納
付
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
な
ど
に

要
す
る
費
用
を
新
た
に
課
税
し
ま
す
。

平
成
2
0
年
4
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
を
運
営
す
る
た
め
の
財
源

は
、
7
5
歳
以
上
の
方
が
負
担
す
る
保
険
料
や

病
院
窓
口
で
の
自
己
負
担
金
、
国
・
県
・
市

に
よ
る
負
担
の
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
や
政

府
管
掌
健
康
保
険
な
ど
医
療
保
険
に
加
入
し

て
い
る
全
て
の
若
年
層
の
支
援
金
に
よ
り
、

ま
か
な
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
国
民
健
康
保
険
に
お
い
て
も
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
（
支
援
金
分
）
を
新
た
に
課

税
し
、
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
負
担
を
お
願
い
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

3
資
産
剖
額
を
廃
止
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
、

こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
に
加
入
い
た
だ
い

た
7
5
歳
以
上
の
方
が
一
斉
に
国
民
健
康
保
険

か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
に

な
り
ま
し
た
。
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

被
保
険
者
均
等
割
と
所
得
割
に
よ
っ
て
保
険

料
が
算
定
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民

健
康
保
険
で
資
産
割
の
課
税
を
継
続
し
ま
す

と
、
同
様
の
資
産
を
お
持
ち
の
世
帯
で
あ
っ

て
も
、
7
5
歳
以
上
の
方
の
名
義
の
資
産
に
は

保
険
料
負
担
が
な
く
、
7
5
歳
未
満
の
方
の
名

義
の
資
産
に
は
国
民
健
康
保
険
税
の
負
担
が

生
じ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
両
保
険
間
で
不
公

平
と
な
ら
な
い
よ
う
、
国
民
健
康
保
険
税
に

お
け
る
資
産
割
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

間
合
先
　
市
民
生
活
課
　
年
金
・
医
療
担
当

「
児
童
手
当
」
を
受
給
さ
れ
て
い
る

皆
さ
ん
へ

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
は
「
児
童
手
当
現
況
屈
」
を
提
出
す
る
こ

と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
受
給
者
の
前
年
の
所
得
状
況

と
6
月
1
日
現
在
の
養
育
状
況
な
ど
を
確

認
審
査
す
る
た
め
の
大
切
な
届
け
で
す
。

該
当
者
に
は
、
6
月
上
旬
に
用
紙
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
な
い
場

合
は
、
6
月
以
降
の
児
童
手
当
の
支
払
い

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

提
出
期
限
　
6
月
0
0
目
（
月
）

※
届
け
出
の
際
に
は
、
次
の
物
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

○
現
況
屈
用
紙

○
印
鑑

○
年
金
加
入
証
明
書
ま
た
は
健
康
保
険

証
の
写
し
（
厚
生
年
金
加
入
者
）

※
受
給
中
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

○
死
亡
ま
た
は
資
格
を
失
っ
た
と
き

○
出
生
な
ど
に
よ
り
、
支
給
要
件
児
童

数
が
変
わ
っ
た
と
き

○
公
務
員
に
な
っ
た
と
き

間
合
先

市
民
生
活
課
　
年
金
・
医
療
担
当


